
◆
報
告
第
14
号

第
２
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会

豊
口
小
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
第
２
回
小
委
員
会
で
の
審
議

の
状
況
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

第
１
回
小
委
員
会
に
引
き
続
き
、
建
設
計
画
書
の
内
容
に
つ

い
て
審
議
し
ま
し
た
。
特
に
、
新
市
の
強
み
や
新
市
の
可
能
性

と
し
て
考
え
ら
れ
る
デ
ー
タ
整
理
、
将
来
構
想
を
実
現
す
る
た

め
の
具
体
的
な
施
策
、
戦
略
事
業
な
ど
に
つ
い
て
委
員
の
皆
さ

ん
か
ら
多
く
の
意
見
を
い
た
だ
い
た
の
で
事
務
局
で
整
理
を
し

て
い
ま
す
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
回
小
委
員
会
へ
の
継

続
審
議
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
段
階

で
協
議
会
へ
報
告
し
ま
す
。

◆
報
告
第
15
号

６
市
町
村
議
会
合
併
連
絡
会
（
議
会
の
議
員
の
定
数
及
び
任

期
の
取
扱
い
に
つ
い
て
）

小
熊
委
員
（
長
岡
市
議
会
議
長
）
か
ら
、
６
市
町
村
議
会
合

併
連
絡
会
で
の
検
討
状
況
な
ど
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
報
告

が
あ
り
ま
し
た
。

議
員
の
定
数
を
ど
う
す
る
か
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
住
民
の

声
を
ど
う
や
っ
て
新
市
に
反
映
さ
せ
る
か
、
そ
の
た
め
に
議
員

の
定
数
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
と
い
う
観
点
で
議
論
を
行
っ
て
い

ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
長
岡
方
式
の
地
域
自
治
が
ど
う
な
る
の
か
を

連
絡
会
と
し
て
も
注
目
し
て
い
ま
す
。

地
域
自
治
の
内
容
が
明
確
に
な
っ
て
、
し
っ
か
り
し
た
体
制

が
整
え
ば
、
定
数
特
例
が
よ
い
と
す
る
の
が
大
方
の
議
会
の
考

え
で
す
。

な
お
、
中
之
島
町
議
会
に
お
い
て
は
、
正
式
な
結
論
で
は
な

い
が
、「
地
域
自
治
」
の
内
容
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
現
状
で

は
地
域
住
民
の
声
を
確
実
に
新
市
に
届
け
る
た
め
に
在
任
特
例

を
主
張
す
る
議
員
が
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。

◆
議
案
第
30
号

使
用
料
・
手
数
料
等
の
取
扱
い
（
そ
の
２
）

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

１

施
設
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
現
行
ど
お
り
と

す
る
。
た
だ
し
、
同
一
又
は
類
似
す
る
施
設
使
用
料
に
つ
い

て
は
、
施
設
の
規
模
、
実
態
等
を
考
慮
し
、
可
能
な
限
り
統

一
を
図
る
も
の
と
す
る
。

２

行
政
財
産
使
用
料
及
び
占
用
料
に
つ
い
て
は
、
長
岡
市
の

制
度
に
統
一
す
る
。

３

協
定
項
目
「
各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
」
で
提
案
す
る
使

用
料
に
つ
い
て
は
、
除
く
も
の
と
す
る
。

「
手
数
料
」
に
つ
い
て
は
第
２
回
の
協
議
会
で
協
議
し
、
決
定

済
み
で
す
。
今
回
は
、「
使
用
料
及
び
占
用
料
」
に
つ
い
て
協
議
し

ま
し
た
。
任
意
合
併
協
議
会
で
の
「
使
用
料
は
原
則
現
行
ど
お
り

（
同
一
又
は
類
似
す
る
施
設
は
、
経
過
措
置
に
よ
り
段
階
的
に
調

整
す
る
。）」
と
い
う
結
果
を
踏
ま
え
て
、
よ
り
詳
し
い
内
容
で
協

議
し
ま
し
た
。（
具
体
的
な
施
設
等
は
次
頁
の
表
参
照
）

５
月
７
日
に
、
長
岡
市
の
長
岡
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル
に
お
い
て
、
第
４

回
長
岡
地
域
合
併
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う
。）
を
開
催
し
ま

し
た
。

ま
ず
、
報
告
事
項
と
し
て
、
第
２
回
新
市
建
設
計
画
策
定
小
委
員
会

の
内
容
の
報
告
を
行
い
ま
し
た
。
次
に
６
市
町
村
議
会
議
員
に
よ
る
議

会
合
併
連
絡
会
で
の
会
議
内
容
に
つ
い
て
、
長
岡
市
議
会
小
熊
議
長
が

報
告
を
行
い
ま
し
た
。

協
議
事
項
で
は
、
使
用
料
と
各
種
事
務
事
業
１
２
６
項
目
に
つ
い
て
、

協
議
を
行
い
ま
し
た
。
ま
た
、
前
回
か
ら
の
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
た

地
域
自
治
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、「
本
庁
に
支
所
と
の
連
絡
・
調
整
を

行
う
組
織
の
設
置
」、「
支
所
長
の
身
分
」
や
「
地
域
委
員
会
の
位
置
付
け
、

委
員
の
報
酬
」
な
ど
を
新
た
に
提
案
し
、
承
認
さ
れ
ま
し
た
。
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報告事項
報告第14号：第２回新市建設計画策定小委員会
報告第15号：６市町村議会合併連絡会（議会の議員の定数及び

任期の取扱いについて）

協議事項
議案第30号：使用料・手数料等の取扱い（その２）
議案第31号：各種事務事業の取扱い（その３）

継続協議事項
議案第28号：地域自治の取扱い
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平成16年（2004年）５月17日(1)
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○
国
民
健
康
保
険
料
（
税
）

調
整
方
針

賦
課
方
式
は
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
し
、
２

年
間
不
均
一
賦
課
を
行
っ
た
後
、
平
成
19
年
度

か
ら
ほ
ぼ
平
均
的
（
加
重
平
均
）
保
険
料
額
の

水
準
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合
併
年
度
は
現

行
ど
お
り
と
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
で
の
結
果
と
同
様
の
調
整
方
針
で
す
。
市

町
村
に
よ
り
、「
料
」
ま
た
は
「
税
」
の
賦
課
と
な
っ
て
い
ま
す

が
、
社
会
保
険
料
と
し
て
の
意
味
か
ら
「
料
」
に
統
一
し
ま
す
。

ま
た
、
保
険
料
の
賦
課
割
合
及
び
料
率
は
、
一
律
に
調
整
す
べ

き
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
格
差
が
大
き
い
た
め
急
激
な
保
険

料
額
の
変
更
を
避
け
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
過
措
置
を

設
け
ま
し
た
。

○
消
費
生
活
の
相
談
・
情
報
提
供

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。

長
岡
市
立
消
費
生
活
セ
ン
タ
ー
が
行
う
、
消
費
者
支
援
推
進

事
業
を
新
市
全
体
に
拡
大
し
ま
す
。
こ
の
事
業
は
、
専
門
相
談

員
に
よ
る
消
費
生
活
相
談
や
消
費
者
知
識
の
情
報
提
供
等
を
行

う
も
の
で
す
。

�

�
�
	


�

○
市
町
村
営
住
宅
（
家
賃
）

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
を
基
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、

合
併
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。
な
お
、
合

併
後
の
家
賃
が
従
前
家
賃
を
超
え
る
場
合
は
、

３
か
年
度
を
か
け
て
負
担
調
整
を
行
う
も
の
と

す
る
。

市
町
村
営
住
宅
の
家
賃
は
、
住
宅
の
立
地
条
件
や
利
便
性
な

ど
に
よ
り
算
定
さ
れ
ま
す
。
各
市
町
村
で
そ
れ
ぞ
れ
家
賃
の
違

い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
公
営
住
宅
法
に
よ
り
長
岡
市
の
制
度
を

基
に
統
一
し
ま
す
。
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○
成
人
式
の
開
催

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
と
そ
れ
に
続
く
３
か
年
度
か
ら
５
か
年

度
程
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

成
人
式
は
人
生
の
節
目
の
行
事
で
あ
る
た
め
、
開
催
日
や
運

営
方
法
等
に
地
域
の
伝
統
的
な
特
性
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
た
め
、

３
か
年
度
か
ら
５
か
年
度
程
度
を
か
け
て
運
営
方
法
な
ど
の
検

討
を
行
い
、
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し

た
。

���������	
����

№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
46 障害児ショートステイ（支援費） 現行どおり 国の制度であり、調整不要。

47 身体障害者デイサービス（支援費・
相互利用） 〃 〃

48 知的障害者デイサービス（支援費） 〃 〃
49 ホームヘルプサービス（支援費） 〃 〃

50 ホームヘルプサービス（支援費・直
営事業） 合併時に廃止 廃止する。なお、廃止後は民間事業所（同規模サービスで同額負

担）で対応するものとする。
51 婦人相談室 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。
52 母子福祉資金の貸付相談 現行どおり 県の制度であり、調整不要。
53 児童扶養手当 〃 国の制度であり、調整不要。

54 母子・父子家庭等援助事業 合併時に廃止 廃止する。なお、廃止後は母子・父子家庭等に対する子育て支援
策の充実に努めるものとする。

55 福祉資金利子助成事業 合併後に廃止 廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止後
は社会福祉協議会の貸付制度等で対応を図るものとする。

56 生活保護法による保護 合併時に統一 国の水準に統一する。
57 応急援護 現行どおり 現行どおりとする。
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 消費生活の相談・情報提供 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。
2 公営墓地の管理委託 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
3 公営墓地の使用料・管理手数料 現行どおり 現行どおりとする。

4 霊きゅう車運行事業 合併後に廃止 廃止する。ただし、合併年度は現行どおりとする。なお、廃止後
は民間事業を活用する。

5 ★国民健康保険料（税） 合併後に統一
賦課方式は長岡市の制度に統一し、２年間不均一賦課を行った後、
平成19年度からほぼ平均的（加重平均）保険料額の水準に統一す
る。ただし、合併年度は現行どおりとする。

6 国民健康保険料の納期 〃 新基準を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
7 国民健康保険証 合併時に統一 長岡市、中之島町、越路町、三島町、小国町の制度に統一する。
8 国民健康保険の給付 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 バリアフリー化整備事業補助 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

2 都市景観の形成 〃 長岡市の制度に統一する。ただし、景観影響行為に関する届出等
については、合併後において検討する。

3 バス待合所設置事業補助 〃 長岡市の制度を基に統一する。

4 土地区画整理事業助成制度 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌
年度は現行どおりとする。
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針

1 市町村営住宅（家賃） 合併後に統一
長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおりと
する。なお、合併後の家賃が従前家賃を超える場合は、３か年度
をかけて負担調整を行うものとする。

2 市町村営住宅（敷金） 〃 越路町、小国町の基準に統一する。ただし、合併年度は現行どお
りとする。

3 市町村営・県営住宅（入居者の資格） 〃 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

4 市町村営・県営住宅（入居者の選考
方法） 〃 〃

5 市町村営住宅（家賃の減免方法等） 〃 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

6 市町村営住宅（駐車場使用料） 〃 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度とそれに続く２
か年度は現行どおりとする。

7 県営住宅（家賃） 現行どおり 県の制度であり、調整不要。
8 県営住宅（敷金） 合併後に統一 越路町の基準に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
9 県営住宅（家賃の減免方法等） 現行どおり 県の制度であり、調整不要。
10 県営住宅（駐車場使用料） 〃 〃
11 改良・単独住宅（家賃） 〃 現行どおりとする。
12 改良・単独住宅（敷金） 合併後に統一 越路町の基準に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
13 改良・単独住宅（入居者の資格） 現行どおり 現行どおりとする。
14 改良・単独住宅（入居者の選考方法） 〃 〃
15 改良・単独住宅（家賃の減免方法等） 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

16 改良・単独住宅（駐車場使用料） 〃 長岡市の市営住宅の駐車場使用料の算定基準を基に統一する。た
だし、合併年度とそれに続く２か年度は現行どおりとする。

17 公営住宅等維持管理費用の負担区分 〃 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
18 勤労者住宅建設資金融資制度 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

19 がけ地・地すべり等危険地域住宅
移転事業費補助金 合併後に統一 長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度は現行どおりと

する。

20 住宅建設助成制度 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。なお、中之島町及び三島町の既利子補
給者については、現行の条件のままとする。

21 克雪住宅整備事業補助金 現行どおり 県の制度であり、調整不要。
22 特定優良賃貸住宅制度 〃 国の制度であり、調整不要。
23 高齢者向け優良賃貸住宅制度 〃 〃
24 公営住宅法借上住宅制度 〃 〃
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針

1 成人式の開催 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く３か年
度から５か年度程度は現行どおりとする。

2 放課後児童健全育成 〃 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度
は現行どおりとする。

3 児童館の運営 〃 〃

4 青少年の交流・体験学習 当分の間
現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針

1 学校施設の開放 当分の間
現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

2 管理運営体制（体育館） 〃 〃
3 管理運営体制（プール） 〃 〃
4 管理運営体制（テニス場） 〃 〃
5 管理運営体制（野球場） 〃 〃

6 管理運営体制（その他運動施設（運
動広場等）） 〃 〃

7 管理運営体制（レクリエーション施設） 〃 〃
8 管理運営体制（トレーニングセンター） 〃 〃
9 管理運営体制（陸上競技場） 現行どおり 現行どおりとする。

10 管理運営体制（スポーツ・集会複合
施設） 〃 〃

11 スポーツ振興報奨金 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。
12 市民総合賠償補償事務 〃 長岡市の制度を基に統一する。
13 体育指導委員の報酬等 合併後に統一 新制度を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

14 スポーツ大会開催負担金 当分の間
現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

��� �����	
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○と き ５月28日� 午後６時から
○ところ パストラル長岡（長岡市今朝白２丁目）
○受 付 午後５時30分から
傍聴席は会場の都合上50席程度です。原則として、どなたでも

傍聴できますが、座席は先着順とし、満席の場合は入場をお断り
することがありますので、あらかじめご容赦ください。なお、事
前予約は不要ですので、当日会場に直接お越しになってください。
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,-./0123�456
長岡市幸町２-１-１ 長岡市役所内

電 話 ３９-２２６０・３９-２２２７（直通）
ＦＡＸ ３９-２２５４
ホームページアドレス ����：��������	�
���	�����

Ｅメールアドレス ������＠��	�����	�����

,7./0123�89:平成16年（2004年）５月17日 (4)
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○
親
は
じ
め
支
援
事
業
（
ブ
ッ
ク
ス
タ
ー
ト
）

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。

赤
ち
ゃ
ん
と
保
護
者
に
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を
実
演
し
、
絵

本
と
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
ア
ド
バ
イ
ス
集
を
贈
る
子
育
て
支
援
事
業

で
す
。
現
在
は
、
長
岡
市
の
み
で
行
っ
て
い
ま
す
が
、
合
併
後

は
新
市
全
体
で
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

○
防
犯
灯
設
置
事
業

○
防
犯
灯
等
電
気
料
負
担

調
整
方
針

新
基
準
を
創
設
し
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
と
そ
れ
に
続
く
３
か
年
度
か
ら
５
か
年

度
程
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

市
町
村
の
集
落
の
中
や
集
落
を
結
ぶ
道
路
に
は
、
防
犯
灯
が

設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
設
置
主
体
や
管
理
方
法
が
異

な
り
、
住
民
負
担
に
違
い
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
３
か
年
度
か
ら

５
か
年
度
程
度
を
か
け
て
新
し
い
基
準
を
創
設
し
統
一
し
て
い

く
こ
と
と
し
ま
し
た
。
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○
消
防
団

調
整
方
針

消
防
団
の
組
織
は
、
現
行
の
ま
ま
６
個
消
防

団
と
す
る
が
、
意
志
統
一
、
融
合
が
は
か
ら
れ

た
段
階
で
順
次
統
合
す
る
。

消
防
団
員
の
報
酬
年
額
及
び
出
動
費
用
弁
償

額
は
、
長
岡
市
消
防
団
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、

経
過
措
置
を
設
け
、
段
階
的
に
調
整
し
て
統
一

す
る
も
の
と
す
る
。

消
防
団
員
へ
の
支
給
品
及
び
貸
与
品
等
は
、

消
防
庁
の
基
準
等
に
統
一
す
る
が
、
当
分
の
間

は
現
行
の
ま
ま
と
し
、
計
画
的
に
作
業
服
等
の

更
新
を
図
る
。

任
意
合
併
協
議
会
で
の
結
果
と
同
様
の
調
整
方
針
で
す
。
た

だ
し
、
消
防
団
員
の
報
酬
年
額
及
び
出
動
費
用
弁
償
額
に
つ
い

て
は
、
消
防
団
の
活
動
内
容
に
応
じ
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
か
ら
、
段
階
的
に
調
整
し
て
統
一
す
る
も
の
と
し
ま

し
た
。
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○
福
祉
タ
ク
シ
ー

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

任
意
合
併
協
議
会
で
の
結
果
と
同
様
の
調
整
方
針
で
す
。
６

市
町
村
の
最
高
水
準
で
あ
る
長
岡
市
の
制
度
に
合
わ
せ
、
対
象

者
（
在
宅
心
身
障
害
者
の
う
ち
該
当
者
）
に
５
０
０
円
券
を
30

枚
交
付
し
ま
す
。（
病
院
に
定
期
的
に
通
院
し
、
自
動
車
税
の
免

除
を
受
け
て
い
な
い
場
合
は
90
枚
を
上
限
。）

○
日
常
生
活
用
具
の
給
付
、
自
己
負
担
の
補
助

調
整
方
針

長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
。
た
だ
し
、
合

併
年
度
は
現
行
ど
お
り
と
す
る
。

在
宅
の
重
度
心
身
障
害
者
（
児
）
に
日
常
生
活
用
具
を
給
付

（
貸
与
）
し
、
日
常
生
活
の
便
宜
を
図
る
と
い
う
制
度
で
す
。

現
在
、
長
岡
市
で
は
、
市
単
独
事
業
で
自
己
負
担
の
補
助
を
行

っ
て
い
ま
す
の
で
、
合
併
後
に
長
岡
市
の
制
度
に
統
一
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
長
岡
市
以
外
５
町
村
の
対
象
者
の
自
己
負
担
は
、

大
幅
に
軽
減
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

表の見方（主なもの）

「
・
合
・
併
・
時に統一」 合併する日に制度を統一するものです。

「
・
合
・
併
・
後に統一」 合併する日は各市町村の制度のままで、ある時期から統一するものです。各表の調整方針で

は、ただし書きでいつから統一するかなどを示しています。

「当分の間現行どおり」 しばらくは各市町村の制度のままとし、時間をかけて統一するものです。

「現行どおり」 それぞれの地域で実施してきた制度を、合併後もそのままその地域ごとに適用して実施する
ものです。

「○○市（町村）の制度に
統一する。」 現在のそれぞれの市町村の制度を、新市全域において統一して実施するものです。

「○○市（町村）の制度を
基に統一する。」

現在のそれぞれの市町村の制度を基にして、制度を創設し、新市全域において統一して実施
するものです。

「合併年度は現行どおり」 合併日は決まっていませんが、平成16年度末までに合併することは確認されています。合併
年度の期間は、合併日からその年度末までとなります。

★（星マーク） 任意合併協議会での各種事務事業で方針を示した項目です。

次頁に続く
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 市民活動の推進 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

2 男女共同参画推進事業 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、小国町の制度は合併年度とそ
れに続く翌年度は現行どおりとする。

3 親はじめ支援事業（ブックスタート） 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。
4 小中学校への外国人留学生派遣事業 〃 〃
5 国際交流センターの運営 〃 〃
6 英文広報紙の作成 〃 〃
7 国際親善名誉市民 〃 〃

8 姉妹都市・友好都市 〃 長岡市と小国町が締結している姉妹都市及び友好都市を新市に引
き継ぐものとする。
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 自主防災組織の結成支援事業 合併後に統一 新制度を創設し統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

2 地域防災計画策定 〃
長岡市の制度を基に統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌
年度は現行どおりとする。なお、統一までの間は、これまでの各
市町村の計画を活用しながら、新市の防災に努めるものとする。

3 備蓄物資整備事業 〃 新基準を創設し統一する。ただし、合併年度とそれに続く翌年度
は現行どおりとする。

4 防犯灯設置事業 〃 新基準を創設し統一する。ただし、合併年度とそれに続く３か年
度から５か年度程度は現行どおりとする。

5 防犯灯等電気料負担 〃 〃

6 防災行政無線（移動系）事業 当分の間
現行どおり

当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。ただし、免許
人名義は長岡市とするとともに、現行機器を活用したシステムの
統合、情報伝達の一元化を図るものとする。なお、統一までの間
は、本庁と支所及び支所区域内の防災情報の伝達に支障のないよ
うに努めるものとする。

�����

№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 ★消防団 合併後に統一 右に掲載
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№ 各 種 事 務 事 業 分類 調 整 方 針
1 障害者生活支援事業 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。

2 手話奉仕員・要約筆記奉仕員派遣
事業 〃 〃

3 点字・声の広報等発行事業 〃 〃
4 心身障害者スポーツ振興事業 〃 〃

5 補装具の交付・修理、自己負担の
補助 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。

6 日常生活用具の給付、自己負担の
補助 〃 〃

7 養護学校放課後サポート事業 〃 〃
8 知的障害者ふれあいの広場事業 〃 〃
9 ★福祉タクシー 〃 〃
10 自動車燃料費の助成 〃 〃
11 手話奉仕員養成事業 〃 〃
12 重度身体障害者移動支援事業 〃 〃
13 障害者スポーツ教室開催事業 〃 〃
14 福祉バス運行事業 〃 〃
15 心身障害者福祉ハンドブックの作成 〃 〃
16 障害者住宅設備の改善 〃 〃

17 重度身体障害者緊急通報システム 当分の間
現行どおり 当分の間現行どおりとし、期間をかけて調整する。

18 障害者イベントの開催 〃 〃
19 福祉施設送迎バス運行事業 〃 〃
20 車いす等の貸し出し 〃 当分の間現行どおりとし、現有のもので貸し出しを行うものとする。

21 人工透析者通院費助成事業 〃 当分の間現行どおりとする。地域性を考慮し、他の福祉サービスとの調
整を図る。なお、通院手段の整備状況を十分配慮するものとする。

22 特別児童扶養手当 現行どおり 国の制度であり、調整不要。
23 障害児福祉手当 〃 〃
24 特別障害者手当 〃 〃
25 福祉手当（経過措置） 〃 〃
26 更生医療の給付 〃 〃
27 移動入浴サービス 〃 〃
28 心身障害者扶養共済 〃 県の制度であり、調整不要。
29 在宅重度重複障害者介護見舞金 〃 〃
30 重度身体障害者訪問審査事業 〃 〃
31 自動車改造助成事業 〃 〃
32 自動車運転免許取得費の助成 〃 〃
33 公共料金の割引 〃 県・他団体で実施するものであり、調整不要。
34 福祉電話使用料の助成（電話貸与） 〃 現行どおりとする。
35 手話通訳設置事業 〃 〃
36 生活訓練事業 〃 〃

37 心身障害者福祉資金の貸与 合併時に廃止 廃止する。なお、廃止後は社会福祉協議会の貸付制度で対応を図
るものとする。

38 心身障害者扶養共済掛金助成 合併後に廃止
廃止する。ただし、合併年度とそれに続く３か年度から５か年度
程度は現行どおりとする。なお、廃止後は現行の県制度で対応を
図るものとする。

39 ガイドヘルプサービス（支援費） 合併時に統一 長岡市の制度に統一する。
40 心身障害者訪問相談員の派遣 〃 〃
41 進行性筋萎縮症の医療給付 合併後に統一 長岡市の制度に統一する。ただし、合併年度は現行どおりとする。
42 身体障害者施設入所（支援費） 〃 〃
43 知的障害者施設入所（支援費） 〃 〃
44 身体障害者ショートステイ（支援費） 現行どおり 国の制度であり、調整不要。
45 知的障害者ショートステイ（支援費） 〃 〃
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長 岡 市 中 之 島 町 越 路 町 三 島 町 山 古 志 村 小 国 町
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・エコトピア寿
・長岡市勤労会館
・長岡市サンライフ長岡
・長岡市ふるさと体験農業セ
ンター
・長岡市営牧場
・長岡市営食肉センター
・長岡市営長岡駅東口自転車
駐車場
・長岡市営長岡駅東口地下自
転車駐車場

・長岡市営大手口駐車場
・長岡市営表町駐車場
・美術センター（講堂・講座室
の付属設備を含む）
・長岡市郷土史料館
・長岡市立劇場
・長岡リリックホール
・青少年文化センター
・長岡市営陸上競技場

・凧会館及び地域ふれあいセ
ンター
・中之島町立民俗資料館
・中之島町町民文化センター

・塚山活性化センター
・もみじ公園巴ケ丘山荘
・越路町郷土資料館
・長谷川邸

・みしま交流センター
・三島町郷土資料館

・ふれあい会館「あまやち」
・萱峠牧場
・山古志村民俗資料館

・小国町商工物産館
・越後おぐに森林公園
・諏訪井共同車庫（ほか６箇
所）
・法末集落管理センター
・小国町立学校校舎（寄宿舎）
・小国町民俗資料館
・小国芸術村
・法末自然の家

� ����������������

・長岡市斎場 － － － － ・小国町斎場
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・小中学校施設使用料（目的外使用）
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・長岡ロングライフセンター
・長岡市高齢者センター
（４施設）
・長岡市社会福祉センター
・長岡市健康センター
・中学校グラウンドナイター
照明施設（４校）
・長岡市市民体育館
・長岡市南部体育館
・長岡市北部体育館
・長岡市みしま体育館
・長岡市新産体育館
・悠久山プール

・希望が丘プール
・希望が丘テニス場
・東山テニス場
・悠久山野球場
・信濃川河川公園
・信濃川南部運動公園
・信濃川右岸運動公園
・スポーツ広場
・長岡市東山ファミリーランド
・乙吉運動広場
・ニュータウンいこいの広場
・長岡市厚生会館

・中之島町老人憩の家
（３施設）
・中之島町地域福祉センター
「サンパルコなかのしま」
・中之島町体育館
・中之島町北体育館
・中之島町テニスコート
・中之島町野球場
・中之島町野球場サブグラウ
ンド
・中之島町スポーツ広場
・信濃リバーサイドパーク野
外活動施設

・越路町総合福祉センター
・越路町保健センター
・越路町町民体育館
・越路町体育センター
・越路町Ｂ＆Ｇ海洋センター
・河川公園庭球場
・河川公園野球場
・河川公園多目的広場
・長谷川運動公園
・越路町農村運動広場
・枡形山自然公園

・三島町保健センター
・三島町体育館
・三島町運動広場
・三島町スポーツ広場

・山古志村地域福祉センター
「なごみ苑」
・山古志村保健センター
・山古志村高齢者と子どもの
家
・山古志中学校グラウンドナ
イター照明施設
・山古志村民体育館
・山古志村農村運動広場
・四季の里古志

・小国町老人憩の家
「延命荘」
・小国町高齢者コミュニティ
センター
・小国勤労者体育センター
・町民水泳プール
・おぐに運動公園テニスコート
・おぐに運動公園野球場
・小国町ゲートボールコート
・おぐに運動公園総合グランド
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・長岡市営スキー場（サマー
ボブスレー、サマースキー
含む）
・長岡市コミュニティセンタ
ー（31箇所）、分館（２箇所）、
分室（３箇所）
・長岡市中央公民館

・中之島町公民館
・中之島町公民館分館
（８箇所）
・中之島町農村環境改善セン
ター
・みずほ児童館
・中条児童館

・中野島コミュニティセンター
・塚山コミュニティセンター
・越路町公民館
・越路町公民館分館（25箇所）
・越路町勤労者会館
・越路農業者トレーニングセ
ンター
・児童交流会館

・三島町公民館
・三島町公民館分館
（17箇所）
・三島町農村環境改善センタ
ー（みしま中央会館）

・古志高原スキー場
・山古志村民会館
・山古志村公民館
・山古志村公民館分館
（５箇所）

・小国町中央公民館
・小国町公民館分館
（２箇所）
・小国町就業改善センター
・小国町農村環境改善センター
・青少年の家
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・行政財産目的外使用料 ・法定外公共物使用料・採取料 ・公園占用料等 ・道路占用料 ・準用河川流水占用料等 ・下水道敷占用料 ・農業集落排水施設占用料

◆
議
案
第
31
号

各
種
事
務
事
業
の
取
扱
い
（
そ
の
３
）

原
案
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。（
３
、
４
頁
参
照
）

◆
議
案
第
28
号
（
前
回
か
ら
の
継
続
協
議
事
項
）

地
域
自
治
の
取
扱
い

次
の
と
お
り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


概
ね
10
年
間
。
た
だ
し
、
５
年
経
過
後
に
そ
れ
ま
で
の
成
果
の

検
証
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
行
う
。

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

支
所
と
地
域
委
員
会
か
ら
な
る
も
の
と
す
る
。

�
�
�
�
�

支
所
は
、
次
の
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�

通
常
の
住
民
サ
ー
ビ
ス

�

地
域
固
有
の
伝
統
や
文
化
に
関
わ
る
も
の

�

支
所
で
行
っ
た
方
が
効
果
的
な
業
務

�
�
�
�
�
�


�
�

�

身

分

部
長
級
の
一
般
職
の
職
員
と
す
る
。

�

選
任
方
法

市
長
が
選
任
す
る
。

�

職

務

ア

支
所
を
総
括
す
る
。

イ

地
域
固
有
業
務
に
係
る
予
算
要
求
権
限
、
予
算
執
行
権

限
及
び
事
務
執
行
権
限
を
有
す
る
。

�
�
�
�
�
 

�

名

称

○
○
地
域
委
員
会
と
す
る
。（
例

中
之
島
地
域
委
員
会
）

�

位
置
付
け

市
の
附
属
機
関
と
す
る
。

市
長
は
、
地
域
委
員
会
の
提
案
、
意
見
を
尊
重
し
、
地
域
の

行
政
運
営
を
行
う
も
の
と
す
る
。

�

役

割

ア

当
該
地
域
の
ま
ち
づ
く
り
に
係
る
提
案

イ

ふ
る
さ
と
創
生
基
金
（
仮
称
）
を
活
用
し
た
ま
ち
づ
く

り
の
推
進

ウ

新
市
建
設
計
画
の
執
行
状
況
及
び
変
更
の
協
議

エ

そ
の
他
当
該
地
域
に
係
る
各
種
計
画
の
策
定
・
変
更
の

協
議

オ

当
該
地
域
に
係
る
施
策
の
協
議

カ

支
所
で
行
う
地
域
固
有
業
務
の
検
討

キ

そ
の
他
市
長
が
認
め
る
も
の

�

委
員
の
選
任
方
法

委
員
の
選
任
方
法
及
び
委
員
数
は
、
地
域
固
有
業
務
や
地
域

の
実
情
に
応
じ
、
地
域
の
意
見
を
踏
ま
え
て
市
長
が
定
め
る
も

の
と
す
る
。

�

委
員
の
任
期

任
期
は
２
年
。
再
任
は
妨
げ
な
い
。

�

委
員
会
の
長

委
員
会
の
長
は
、
委
員
の
中
か
ら
互
選
す
る
。

�

委
員
長
の
任
期

任
期
は
２
年
。
再
任
は
妨
げ
な
い
。

�

委
員
の
報
酬

委
員
に
は
報
酬
を
支
給
す
る
。

	

事
務
局

支
所
が
地
域
委
員
会
の
事
務
を
担
う
。

!
�
�
�
"
#

支
所
は
施
設
の
管
理
経
費
を
は
じ
め
と
す
る
経
常
経
費
の
ほ

か
、
地
域
固
有
業
務
執
行
経
費
及
び
地
域
振
興
事
業
補
助
金
（
仮

称
）
を
有
す
る
こ
と
と
し
、
個
性
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
実
施
継

続
で
き
る
仕
組
み
を
確
保
す
る
。

委
員
意
見

・
支
所
長
が
地
域
固
有
業
務
に
関
す
る
予
算
要
求
権
限
を
有
す

る
こ
と
が
明
文
化
さ
れ
て
い
る
が
、
財
政
的
に
き
ち
っ
と
予
算

が
担
保
さ
れ
る
よ
う
お
願
い
し
た
い
。

・
一
般
行
政
事
務
の
予
算
要
求
の
流
れ
は
、
支
所
長
が
本
庁
の

各
部
局
へ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
地
域
固
有
事
務
は
そ
れ

と
は
別
の
流
れ
で
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
も
ら
い
た
い
。

・
小
国
町
議
会
で
は
今
ま
で
法
人
格
を
持
っ
た
制
度
を
主
張
し

て
き
た
が
、
長
岡
方
式
の
方
が
実
り
あ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う

結
論
に
達
し
た
。

議
案
の
詳
し
い
内
容
は
、
協
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
市
役

所
・
町
村
役
場
に
あ
る
閲
覧
資
料
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

平成16年（2004年）５月17日 (2)


